
世界連邦宣言自治体全国協議会規約

（名称）

第１条 本会は、世界連邦宣言自治体全国協議会という。

（組織）

第２条 本会は、世界連邦宣言をした地方自治体（以下「自治体」という。）をも

って組織する。

（目的）

第３条 本会は、恒久平和達成のための国民の間に世界連邦主義を普及し自治体に

おける連携の機関として世界平和に寄与することを目的とする。

（事業）

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（１）世界連邦運動推進のため、関係団体との協力活動を通じた世界連邦思想の普

及

（２）宣言自治体相互の連絡調整による世界連邦運動の展開

（３）世界連邦未宣言自治体の宣言促進

（４）研究会、講習会の開催

（５）その他本会の目的を達成するために必要な事業

（役員）

第５条 本会に、次の役員を置く。

     会  長   １ 名

     副 会 長   若干名

     理  事   若干名

     監  事   ２ 名

２ 会長及び副会長は、総会において互選する。

３ 理事の定数、理事及び監事の選任方法等は、会長がこれを定める。

４ 役員の任期は、２年とする。

５ 会長は、会務を総理し、本会を代表する。

６ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、こ

れを代理する。

７ 理事は、理事会において会長が定める案件を審議する。

８ 監事は、会計の監査にあたる。

（顧問）

第６条 本会に、顧問を置くことができる。

（総会）

第７条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集する。

２ 総会は、毎年１回とし、臨時総会は会長が必要と認めるとき開催する。ただし、

書面により開催することができるものとする。



３ 総会の議決は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。ただし、前項ただし書の場合は、書面により提出された可否の

過半数で決するものとする。

４ 総会の議長は、会長がこれにあたる。

５ 総会には、自治体の首長及び議会代表者が出席するものとする。ただし、その

代理者を出席させることができる。

６ 総会は、会長が定める重要案件を議決する。

（理事会）

第８条 理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって組織し、会長がこれを招

集する。

２ 理事会は、会長が定める案件を審議、決定にあたる。

３ 理事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。

（会計年度）

第９条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月末日に終わる。

（経費）

第１０条 本会の経費は、自治体の分担金及び寄付金その他の収入をもってこれに

充てる。

２ 自治体の分担金は、別表のとおりとする。

（予算の議決）

第１１条 本会の毎年度歳入歳出予算は、総会の承認を得るものとする。

（決算の認定）

第１２条 本会の決算は、総会に報告するものとする。

（事務局）

第１３条 本会の事務を処理するため、会長の属する自治体に事務局を置く。

２ 事務局に、事務局長を置く。

（その他）

第１４条 規約の改正及び解散については、総会において出席者の３分の２以上の

同意を得なければならない。

   附 則

この規約は、令和元年８月２３日から施行する。



別表（第１０条関係）

自治体の分担金

区   分 分 担 金 額

都  道  府  県 ４０，０００円  

政 令 指 定 都 市 ４０，０００円  

人口５０万人以上 ２５，０００円  

３０万人以上５０万人未満 ２０，０００円  

２０万人以上３０万人未満 １８，０００円  

１０万人以上２０万人未満 １３，０００円  

５万人以上１０万人未満 １０，０００円  

市

及

び

特

別

区
５万人未満 ８，０００円  

町 ５，０００円  

村 ４，０００円  


